
事 務 連 絡 

令 和 4 年 （2 0 2 2 年 ）９月１６日 

 

枚方市立小学校長 

枚方市教育委員会 

おいしい給 食 課 長 

 

 

小学校給食 食パンの「端パン」の提供について （お知らせ） 

 

 食パンの提供方法について、下記のとおり変更いたします。 

 つきましては、教職員及び児童への周知をお願いいたします。 

 

記 

 

 

１．変更理由及び内容 

    食パンの「端パン」は、１斤の食パンを１食分ずつにカットした際の両端で、現在は児童へ提供さ

れず、パン業者によって取り除き、処分されている状況です。食品ロス削減のため、この端パンを各

クラスの人数分の食パンとあわせて提供します。喫食を希望する児童に提供していただく等、ご協

力をお願いします。 

 

 

２．変更開始日  

令和４年９月２０日（Aブロック）及び２１日（Bブロック） 提供分から 

 

  

３．その他  

「端パン」は、食パン１斤（中学年サイズにして１４枚分）あたり、２枚程度提供します。 

 

 

【お問い合わせ】 

枚方市教育委員会 おいしい給食課 

担当 龍田 （内線 15-8030） 


